
令和８年６月２５日（木）　午後３時００分から

全国町村会館　（東京都千代田区永田町）

第４回 全国スケートボード施設連絡協議会

総　会

日　時　

会　場　

全国スケートボード施設連絡協議会



１ 開　　会

２ 会長挨拶

３ 来賓祝辞

４ 来賓紹介

５ アンバサダー挨拶

６ 構成自治体紹介

７ 議　　事

第１号議案　令和７年度 事業報告について

第２号議案　令和７年度 収支決算報告及び監査報告について

第３号議案　令和８年度 事業計画（案）について

第４号議案　令和８年度 収支予算書（案）について

８ 顧問の委嘱

９ ＷＳＪの今後の取組について

一般社団法人　ワールドスケートジャパン

10 そ の 他

11 閉　　会

・資料１　令和８年度 全国スケートボード施設連絡協議会 構成員名簿

・資料２　全国スケートボード施設連絡協議会 顧問名簿

・資料３　全国スケートボード施設連絡協議会規約

・別紙資料　施設の概要

・参考資料　全国スケートボード施設連絡協議会アンバサダープロフィール

次　第



第１号議案　令和７年度 事業報告について

１　令和７年度構成員数

　１４自治体（令和７年６月２６日総会時点）

２　事業報告

事業名 事業内容 日時及び場所 備考

スケートボード競技を応
援する議員の会　第３回
総会出席

・役員人事について
・競技団体からの現状報告と要望
・全国スケートボード施設連絡協議会からの報告
・意見交換

令和７年6月12日(木)
衆議院第一議員会館
 地下１階 第6会議室

議員の会15名
スポーツ庁2名
WSJ5名
村上市3名

専門部会（大阪ウィーク）
・Street sk8 Cup in EXPO 実施概要（案）
・関係者パス発行について
・質疑応答

令和7年6月13日(金)
Web会議(Zoom)

6自治体

第３回全国スケートボード
施設連絡協議会総会

・令和６年度事業報告について
・令和６年度収支決算報告及び会計監査報告について
・令和７年事業計画（案）について
・令和７年度収支予算（案）について
・中央競技団体での取組について
（一般社団法人ワールドスケートジャパン 常務理事 平野英功 様）

令和7年6月26日(木)
全国町村会館
（東京都千代田区永田町）

顧問1名
来賓(WSJ)4名
構成自治体（14）
 (現地)6自治体
 (Zoom)6自治体
 (委任)2自治体

専門部会（施設パンフ・
PR動画）

・協議会PR動画の作成
　各構成自治体から動画、写真を提供
　アンバサダー動画撮影、編集、校正
・大阪・関西万博で上映、各構成自治体へ動画データ提
供

（業務委託期間）
令和6年12月19日から
令和7年7月31日

PR動画尺/約8分
30秒

Street sk8 Cup in 
EXPO2025
（主催：スケボーのまちま
つばら推進協議会）

・ベストトリックコンテスト参加者数
　ライト級32人（うち協議会推薦選手5人）

　オープン級17人（うち協議会推薦選手2人）

・招待選手（笠間市2名、南魚沼市2名、村上市1名、富山
市1名、松原市1名）
・大会協賛品提供（にかほ市、横手市、二本松市、笠間
市、南魚沼市、村上市、富山市、松原市）
・協議会PR動画上映（9：30～18：00）
・ゲスト：
　全国スケートボード施設連絡協議会アンバサダー
　 NGT48 清司麗菜 ほか

令和7年7月27日(日)
大阪・関西万博
ギャラリーWEST

来場者約1,600人
PR人数約15,000人

第１回担当者会議
・各構成自治体からの自己紹介
・昨年度までの協議会の取組経過について
・各専門部会からの報告及び今後の予定について

令和7年8月8日(金)
Web会議(Zoom)

10自治体/16名

専門部会（維持管理・提
案・要望）

各構成自治体の施設利用状況、管理状況、取組などを
調査し、共有

令和7年10月～11月
調査・共有

専門部会（大会・イベン
ト）

令和8年度オンライン大会開催要項案の検討
令和８年1月30日(金)
Web会議(Zoom)

第２回担当者会議

・各専門部会から今年度の取組状況報告及び来年度取
組予定
・今年度収支決算見込み及び来年度収支予算見通し
・来年度総会予定
・その他情報交換

令和８年2月5日(木)
Web会議(Zoom)

13自治体/22名

Instagram・ホームページ
での情報発信

総会、Street sk8 Cup in EXPO2025、協議会PR動画ほ
か

随時
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第２号議案　令和７年度 収支決算報告及び監査報告について

１　収入の部

項　目 予算額(A) 決算額(B)
差異

(B)-(A)

繰越金 172,000円 172,541円 541円

負担金 350,000円 350,000円 0円 25,000円×14自治体 350,000円

その他 0円 324円 324円 預金利息 324円

合計 522,000円 522,865円 865円

２　支出の部

項　目 予算額(A) 決算額(B)
差異

(B)-(A)

会場借上料（機器・付帯
設備含む）

124,740円

旅費（事務局分）4人 86,870円

機材等運搬費 3,640円

PR動画編集業務委託 77,000円

オンライン大会要項作成
業務委託

110,000円

印刷製本費 7,000円 6,600円 △ 400円 アンバサダー名刺印刷 6,600円

需用費（上質紙・プリン
ターインク）

13,542円

振込手数料 2,640円

予備費 6,000円 0円 △ 6,000円

合計 522,000円 425,032円 △ 96,968円

３　差引収支

（次年度繰越金）

備　考

備　考

項目 金額

収入合計 522,865円

支出合計 425,032円

差引収支 97,833円

総会費 248,000円 215,250円 △ 32,750円

事業費 244,000円 187,000円 △ 57,000円

事務費 17,000円 16,182円 △ 818円
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第３号議案　令和８年度 事業計画（案）について

1　事業実施の方針

２　事業計画

事業名 事業内容 日時及び場所 備考

第４回全国スケート
ボード施設連絡協議
会総会

・令和７年度事業報告について
・令和７年度収支決算報告及び会計監査報
告について
・令和８年度事業計画(案)について
・令和８年度収支予算書(案)について
・ＷＳＪの今後の取組について
　（(一社)ワールドスケートジャパン）

令和8年6月25日(木)
全国町村会館
（東京都千代田区永田町）

施設パンフ、ＰＲ動画
専門部会

・協議会ＰＲ動画の作成
・各施設パンフレットの共有
・その他、取組内容等の継続検討

完成予定:８月末
適宜
随時

地域間交流イベント
専門部会

・オンライン大会の開催
・その他、取組内容等の継続検討

随時
Web会議(Zoom)

維持管理、提案要望
専門部会

・運営維持管理の情報共有
・その他、取組内容等の継続検討

随時
Web会議(Zoom)

担当者会議

・各種取組状況等の情報共有
・各専門部会からの報告及び今後の予定に
ついて
・次期総会に向けた各種協議
・その他、取組内容等の検討

随時
Web会議(Zoom)

令和８年　６月２５日　　提　出

令和８年　　月　　日　　議　決

　スケートボード施設の運営や維持管理における課題解決に向けた情報共有を図ると共に、スケート
ボードの普及推進のため連携し、施設の利活用の推進やスケートボードの発展、生涯スポーツの推進
と地域振興に寄与する。

全国スケートボード施設連絡協議会　会長　高橋　邦芳
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第４号議案　令和８年度　収支予算書（案）について

１　収入の部

項　目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較

繰越金 97,833円 172,000円 △ 74,167円 前年度繰越金 97,833円

負担金 400,000円 350,000円 50,000円 25,000円×16自治体 400,000円

参加料 150,000円 0円 150,000円 1,000円×150名 150,000円

その他 167円 0円 167円 預金利息 167円

合計 648,000円 522,000円 126,000

２　支出の部

項　目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較

会場借上料（機器・付帯
設備含む）

125,000円

旅費（事務局３名分） 80,000円

機材等運搬費 5,000円

PR動画更新業務 80,000円

オンライン大会経費 300,000円

印刷製本費 7,000円 7,000円 0 7,000円

需用費（上質紙・プリン
ターインク）

10,000円

振込手数料 3,000円

予備費 38,000円 6,000円 32,000

合計 648,000円 522,000円 126,000

３　差引収支

収入合計 支出合計 差引収支

648,000円 648,000円 0円

全国スケートボード施設連絡協議会　会長　高橋　邦芳

備　考

備　考

令和８年　６月２５日　　提　出

令和８年　　月　　日　　議　決

総会費 210,000円 248,000円 △ 38,000円

事業費 380,000円 244,000円 136,000円

事務費 13,000円 17,000円 △ 4,000円
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（敬称略）

№ 団　体　名 職　名 氏　名 施設名 備考

1 宮城県多賀城市 市長 深谷　晃祐 TAGAJO CENTRAL PARK

2 秋田県にかほ市 市長 市川　雄次 竹嶋潟スケートパーク

3 秋田県横手市 市長 髙橋　大 赤坂総合公園グランドスケート場

4 福島県二本松市 市長 三保　恵一 スカイピアあだたらアクティブパーク

5 茨城県笠間市 市長 山口　伸樹 ムラサキパークかさま

6 東京都江東区 区長 大久保　朋果 夢の島スケートボードパーク

7 新潟県 県知事 花角　英世 ＡＩＲＭＡＮスケートパーク

8 新潟県南魚沼市 市長 林　茂男 南魚沼市スケートパーク

9 新潟県村上市 市長 高橋　邦芳 ブルボンスケートパーク村上

10 富山県富山市 市長 藤井　裕久 NiXストリートスポーツパーク

11 石川県金沢市 市長 村山　卓 東金沢スポーツ広場

12 三重県松阪市 市長 竹上　真人 松阪市総合運動公園スケートパーク

13 大阪府松原市 市長 澤井　宏文
スポーツパークまつばら
おくさま印スケボーパーク

14 兵庫県三木市 市長 仲田　一彦 三木スケートボードパーク

15 奈良県奈良市 市長 仲川　げん ロートスケートボードパーク奈良 R8新規加入

16 熊本県菊陽町 町長 𠮷本　孝寿 くまモンアーバンスポーツパーク R8新規加入

令和８年度 全国スケートボード施設連絡協議会　構成員名簿

＜総務省市町村コード順＞

資料１
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№ 団　体　名 職　名 氏　　名

1
一般社団法人ワールドスケートジャパン　会長
スケートボード競技を応援する議員の会　会長代理

衆議院議員 平沢　勝栄

2 スケートボード競技を応援する議員の会　事務局長 衆議院議員 斎藤　洋明

全国スケートボード施設連絡協議会　顧問名簿

※上記の方以外の「スケートボード競技を応援する議員の会」の役員の方につきましては、現在調整中のため、
決まり次第顧問にお願いする予定としています。

（ 敬 称 略）

資料２
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全国スケートボード施設連絡協議会規約

　（名称）

第１条　本会は、「全国スケートボード施設連絡協議会（以下「本会」という。）」

　と称する。

　（目的）

第２条　本会は、スケートボード施設の運営や維持管理における課題解決に向け

　た情報共有と共に、スケートボードの普及推進のために連携し、施設の利活用

　の推進やスケートボードの発展、生涯スポーツの推進と地域振興に寄与するこ

　とを目的とする。

　（活動内容）

第３条　本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。

　(1) スケートボード施設の運営及び維持管理における情報共有に関すること。

　(2) スケートボードの普及推進及び地域振興に向けた情報交換に関すること。

　(3) スケートボード施設相互の連携に関すること。

　(4) 国、関係機関等への要望及び提案に関すること。

　(5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動

　（構成）

第４条　本会は、本会の目的に賛同し、参加表明書（様式第１号）を提出した都

　道府県及び市区町村で構成（以下「構成員」という。）する。

２　構成員は、脱会届（様式第２号）を提出することで本会を脱会することがで

　きる。

　（役員）

第５条　本会に次の役員を置く。

　(1) 会長　１名

　(2) 副会長　若干名

　(3) 監事　１名

２　役員は、総会において構成員の互選により選任する。

３　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

４　任期の途中において役員に異動等があった場合、その任期は、前任者の残任

　期間とする。

　（役員の職務）

第６条　会長は、会務を総理し、本会を代表する。

資料３
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２　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

　会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代行する。

３　監事は、会計の適否を監査する。

　（顧問）

第７条　本会に顧問若干名を置くことができる。

２　顧問には学識経験を有する者のうちから、役員に諮り、会長がこれを委嘱す

　る。

３　顧問は、会長の諸問に応じ、専門分野における助言等を行う。

４　顧問の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

５　任期の途中において顧問に異動等があった場合、その任期は、前任者の残任

　期間とする。

　（総会）

第８条　総会は、会長が招集し、議長となる。

２　総会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する

　ところによる。

３　総会を欠席する場合は、会長に代理者選任届（様式第３号）を提出し、代理

　者を出席させることができる。代理者を出席させることができない場合は、会

　長を受任者とし、委任状（様式第４号）を提出するものとする。

４　緊急を要する事項は、書面により、構成員の過半数の同意をもって決する。

　（経費）

第９条　本会の経費は、構成員の負担金及びその他の収入をもって充てる。

　（会計）

第10条　本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。

　（事務局）

第11条　本会の事務は、会長が所属する自治体で処理する。

　（その他）

第12条　この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定

　める。

　　 附　則

　この規約は、令和４年11月26日から施行する。

　この規約は、令和７年４月１日から施行する。
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【構成自治体】

宮城県多賀城市 新潟県村上市

秋田県にかほ市 富山県富山市

秋田県横手市 石川県金沢市

福島県二本松市 三重県松阪市

茨城県笠間市 大阪府松原市

東京都江東区 兵庫県三木市

新潟県 奈良県奈良市

新潟県南魚沼市 熊本県菊陽町

全国スケートボード施設連絡協議会
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